
 

一般財団法人広島市都市整備公社長期継続契約に関する取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、一般財団法人広島市都市整備公社会計規則第１２条の４に定める債務負

担行為を行わないで、翌年度以降にわたり契約締結できる契約（以下「長期継続契約」とい

う。）について、必要な事項を定める。 

 （対象となる契約） 

第２条 長期継続契約の対象となる契約は、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結

しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に掲げ

るものとする。 

 （１）電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約（以下「第１号契

約」という。） 

 （２）不動産を借りる契約（以下「第２号契約」という。） 

 （３）物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般

的なもの（以下「第３号契約」という。） 

 （４）役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年４月１日から年間を通

じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもので、かつ次の各号に掲げる

要件をすべて満たすもの（以下「第４号契約」という。） 

   ア 経常的かつ継続的に行われるものであること 

   イ 毎年度の当初から行われるものであること 

   ウ 契約の相手方が委託業務の履行のために一定の準備期間が事前に必要であること 

   エ 履行可能な業者が複数あり、かつ、一般競争入札などの競争性のある契約手続で相

手方を決定するものであること 

 （第４号契約の対象除外について） 

第３条 前条の規定にかかわらず、第４号契約については、次の各号のいずれかに該当するも

のは長期継続契約の対象としない。 

 （１）契約期間中に大幅な仕様の変更が予定されているもの 

 （２）翌年度以降の支出予算の保証を必要とするもの 

 （３）契約期間が複数年度であっても単発・臨時的に行われるもの 

 （予算の制限） 

第４条 長期継続契約を締結する場合には、各年度における当該契約の予算の範囲内において

その給付を受けなければならない。 

 （履行及び契約期間） 

第５条 長期継続契約の履行期間の設定は、次のとおりとする。 

 （１）第１号契約及び第２号契約 

    特に制限をしない。 

 （２）第３号契約 

    法定耐用年数等に基づき商慣習上適正に定められる期間とする。 

 （３）第４号契約 

    施設の管理業務に係るものは、原則として２年以内とする。ただし、特別な理由があ

る場合には、経営管理部長に協議のうえ、２年を超えて設定できる。 

２ 契約期間は、前項に定める履行期間に履行準備期間（契約締結日から履行開始日の前日）

を加えた期間とする。 



 

 （契約書） 

第６条 長期継続契約を締結する場合には、一般財団法人広島市都市整備公社契約規程（以下

「契約規程」という。）第 27条第１項第１号の規定にかかわらず、契約書を作成しなければ

ならない（第１号契約及び第２号契約を除く。以下同じ。）。 

２ 契約書の記載事項については、次のとおりとする。 

 （１）契約期間 

    契約期間のほかに履行期間を併記するとともに、長期継続契約である旨を記載しなけ

ればならない。 

 （２）契約金額 

   ア 第３号契約 原則として月額で記載 

   イ 第４号契約 原則として年額で記載 

 （３）契約条項（特約条項） 

    翌年度以後の予算が減額・削除された場合には当該契約の変更・解除があり得るとす

る特約条項（条件付解除条項）及びそれに伴う損害賠償の責めを当公社は負わないとす

る特約条項（免責条項）を記載すること。 

  （記載例） 

  第○条 第△条の規定により、甲が乙に支払うべき金額について、翌年度以降におい

て収入支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は当該契約を

変更又は解除することができる。 

  ２ 乙が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、

甲は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 

 

 （支出負担行為） 

第７条 長期継続契約に係る支出負担行為については、次のとおり取り扱う。 

 （１）契約期間 

    契約期間のほかに履行期間を併記するとともに、長期継続契約である旨を記載しなけ

ればならない。 

 （２）執行予定額 

    執行予定額は、契約期間中の予定支払総額とし、執行予定額の内訳として各年度の執

行予定額を記載すること。 

 （３）契約方法 

    一般競争入札等の契約方法については、第３号契約にあっては予定賃借料の年額をも

って、第４号契約にあっては契約期間中の予定支払総額をもって判断すること。 

 （４）決裁者 

    契約期間中の予定支払総額をもって判断すること。 

 （５）積算 

    当初年度の労務単価及び履行期間を考慮した諸経費率を基礎とすること。 

 （入札等について） 

第８条 長期継続契約に係る入札及び見積合わせについては、次のとおり取り扱う。 

 （１）入札公表等 

  ア 入札公表、指名通知、又は見積依頼（以下「入札公表等」という。）には、契約期間

及び履行期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を記載すること。 

   イ 入札公表等には、翌年度以降の予算が減額・削除された場合に契約の変更・解除が

あり得ること、また、当該変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないこ



 

とを記載すること。 

 （２）予定価格、入札（見積）金額及び契約金額 

    原則として、第３号契約については月額とし、第４号契約については年額とすること。 

 （３）契約保証金 

    第３号契約については月額賃借料に１２を乗じて得た額の１００分の１０以上の額を、

また、第４号契約については契約金額（年額）の１００分の１０以上の額を、それぞれ

納付させ、履行の完了を確認した後に還付すること。ただし、契約規程第 30条各号及び

第 31条第１項各号に該当する場合は、この限りでないこと。 

 （運用） 

第９条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、経営管理部長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１２月１日以後に行われる入札公表、指名通知その他契約の申込み

の誘引を行うものについて適用する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


